
ステージⅢ指標
（ステージⅣ指標） 1月4日 1月11日 1月18日

病床全体占有率
確保病床の占有率25％以上

（50％以上） 65.1％（815/1,251） 73.0％（925/1,267） 70.4％（895/1,272）

うち重症病床占有率
確保病床の占有率25％以上

（50％以上） 63.0％（68/108） 59.8％（67/112） 61.7％（79/128）

療養者数
人口10万人当たりの
全療養者数15人以上
（25人以上）

44.1人（3,235人） 69.3人（5,087人） 88.2人（6,477人）

PCR検査陽性率
（※１週間の平均）

10％ 11.5％ 10.4％ 8.4％

新規報告数
15人/10万人/週以上

（25人以上）
（1,753人） 40.8人（2,998人） 40.1人（2,940人）

直近１週間と
先週１週間の比較

直近１週間が
先週１週間より多い

1.07 1.71 0.98

感染経路不明割合 50％ 42.7％ 47.6％ 39.9％

※参考

実効再生産数

※計算式
=(直近7日間の新規陽性者数/その
前の7日間の新規陽性者数)^( 5日
※/7日)※平均世代時間を5日と仮定

1.051 1.467 0.986

埼玉県の感染動向の推移について（ステージ指標）

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ①

※1月17日の数値



141人 8％ 200人 7％ 132人 4％

418人 25％

817人 28％ 916人 31％149人 9％

375人 13％ 217人 7％

93人 5％

41人 1％

82人 3％

162人 10％

120人 4％
109人 4％

121人 7％

174人 6％
173人 6％

181人 11％

293人 10％
326人 11％

429人 25％

874人 30％ 1004人 34％

都内での感染 家庭内 夜の街＋飲食 施設（高齢） 病院 勤務先 その他感染経路が推定できるもの 不明

埼玉県の感染動向の推移について（感染疑い経路区分）

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ②

12月28日～1月3日 1月4日～1月10日 1月11日～1月17日

計1,694名

計2,894名 計2,959名



割
合

実
数

計 1,693（人） 計 2,894（人） 計 2,958（人）

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ③

埼玉県の感染動向の推移について（年齢構成）
①12月28日～1月3日 ②1月4日～1月10日 ③1月11日～1月17日
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出勤者７割削減に向けて ～ 企業におけるテレワークの支援

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ④

テレワークの導入に役立つ情報を掲載！

埼玉県テレワークポータルサイト

テレワークに関する

助成金・支援金の案内

モデル企業の取組の紹介導入に役立つセミナー動画の配信

専門家による相談・
アドバイザー派遣の案内



出勤者７割削減に向けて ～ 企業におけるテレワークの支援

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑤

補助額 ：上限２０万円（補助率３分の２） ２００社

補助対象：シンクライアント端末、web会議用機器、

セキュリティ・労務管理用ソフトウェア導入経費 など

テレワーク導入支援補助金：テレワーク環境を整備する企業に補助金を交付

＊オンライン彩の国ビジネスアリーナ内で開催

日 時：令和３年１月26日（火）、2月1日（月）、2月5日（金）
１０時から１６時

参加費用：無料（１社４０分）
※ 事前予約制 申込みは「埼玉県テレワークポータルサイト」から

テレワーク相談会：専門家がテレワークの導入や定着について個別にアドバイス

受付中

受付中



休業中に賃金（休業手当）を受けることができなかった方へ

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑥

対象
事業主の指示を受けて休業したが、賃金（休業手当）
の支払いを受けなかった中小企業の労働者

休業前の平均賃金
の８０％
（上限日額１万１０００円）

×
休業日数

新型コロナウイルス対応休業支援金・給付金（厚生労働省）のご案内

申請
方法 労働者本人が ①オンライン ②郵送 で申請

詳しくは、コールセンター（厚生労働省）又はホームページで

電話番号 ：０１２０－２２１－２７６

（労働者の事情で休んだ日を除く）

県の新型コロナウイルス感染症総合サイト又は休業支援金検索

労働者の皆様へ

事業主の皆様へ

 令和２年４～９月の休業分について
１月３１日まで受付期間を延長

 事業主がまとめて申請することも可能

 事業主の皆様の賃金負担は無し

支給要件確認書の記入に御協力を



１都３県共同メッセージ ～外出自粛のお願い～

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑦



鉄道の終電時刻の繰り上げについて

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑧



事業者の皆様へのお願い （特措法第24条第９項）

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑨

◆テレワークの徹底 目標値：出勤者数の７割削減

◆在宅勤務・時差出勤の徹底

◆職場・寮における感染防止策の徹底

◆従業員への基本的な感染防止策の徹底や、

会食自粛等の呼びかけ



要請内容 営業時間の短縮、酒類提供時間の短縮

要請期間
令和３年１月１２日（火） 午前 ０時から

令和３年２月 ７日（日） 午後１２時まで

地 域 県内全て

対象業種

飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等
※宅配・テイクアウトサービスを除く

遊興施設等：バー、カラオケボックス等（飲食店営業許可取得店舗）
※ネットカフェ、漫画喫茶を除く ⇒ 感染防止対策の徹底を要請

営業時間 午前 ５時から午後８時まで

酒類提供時間 午前１１時から午後７時まで

営業時間の短縮要請等について （特措法第24条第９項）

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑩



施設 働きかけの内容

・ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
・ 集会場又は公会堂、展示場
・ ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る。）

・ 運動施設又は遊技場
・ 博物館、美術館又は図書館

・ 午後８時までの営業時間短縮
（酒類の提供は

午前１１時から午後７時まで）
・ 人数上限5,000人、

かつ、収容率50％以下

・ 物品販売業を営む店舗（1000 ㎡超）

（生活必需物資を除く。）

・ サービス業を営む店舗（1000㎡超）

（生活必需サービスを除く。）

・ 遊興施設（飲食店営業許可施設を除く。）

・ 午後８時までの営業時間短縮
（酒類の提供は

午前１１時から午後７時まで）

施設の営業時間短縮等の働きかけについて

埼玉県知事記者会見 令和３年１月１９日 ⑪


